
平成２０年三条市議会第１回定例会議案概要 

 

議第 １ 号 平成２０年度三条市一般会計予算 

        当初予算額   ４３，２００，０００千円 

        前年度対比          ３．３％増 

 

議第 ２ 号 平成２０年度三条市国民健康保険事業特別会計予算 

        当初予算額    ９，４５４，６００千円 

        前年度対比          １．９％増 

 

議第 ３ 号 平成２０年度三条市老人保健事業特別会計予算 

        当初予算額      ７８９，５００千円 

        前年度対比         ９１．１％減 

 

議第 ４ 号 平成２０年度三条市後期高齢者医療特別会計予算 

        当初予算額      ８８８，６００千円 

 

議第 ５ 号 平成２０年度三条市介護保険事業特別会計予算 

        当初予算額    ７，９３３，０００千円 

        前年度対比          ５．０％増 

 

議第 ６ 号 平成２０年度三条市農業集落排水事業特別会計予算 

        当初予算額      ９９２，２００千円 

        前年度対比         ２２．５％増 

 

議第 ７ 号 平成２０年度三条市勤労者福祉共済事業特別会計予算 

        当初予算額       １３，３００千円 

        前年度対比          ０．７％減 

 

議第 ８ 号 平成２０年度三条市公共下水道事業特別会計予算 

        当初予算額    ３，７３４，８００千円 

        前年度対比         １２．３％増 

 

議第 ９ 号 平成２０年度三条市水道事業会計予算 

                   （当初予算額）     （前年度対比） 

        収益的支出    ２，１３４，１７３千円    １．７％減 

        資本的支出    １，３０８，４４９千円   ５７．２％増 

 

議第 １０ 号 平成１９年度三条市一般会計補正予算 

平成１９年度公的資金補償金免除繰上償還に係る経費について、必要な予算措置を行

った。 
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補正額          １４４，７４３千円 

        補正後の額   ４２，８７９，０５９千円 

     

議第 １１ 号 平成１９年度三条市一般会計補正予算 

県の補助金を活用した強い農業づくり交付金事業のほか、生活保護世帯の入院患者の

減少等に伴う医療扶助費の減額、施設整備計画の見直しに伴う、いい湯らてい喫煙室増

築事業及び国体馬術競技場等整備事業の減額、職員退職に伴う退職手当、会計間の職員

人件費の調整に係る経費について、必要な予算措置を行った。 

補正額       △２６６，４６７千円 

        補正後の額   ４２，６１２，５９２千円 

 

議第 １２ 号 平成１９年度三条市介護保険事業特別会計補正予算 

    地域包括支援センターに係る職員人件費を一般会計から移し替えるもの、地域支援事

業費の執行見込みに伴う減額。 

補正額                 ０千円 

        補正後の額     ７，８９９，３８７千円 

        （歳入予算の款及び歳出予算の項の金額の補正） 
 
議第 １３ 号 平成１９年度三条市農業集落排水事業特別会計補正予算 

平成１９年度内に事業が完了しない事業について繰越明許費を設定する。 
        繰越明許費    ２件 ２４，１３０千円 
 
議第 １４ 号 平成１９年度三条市公共下水道事業特別会計補正予算 
    平成１９年度公的資金補償金免除繰上償還に係る経費について、必要な予算措置を行

った。 

補正額      １，０１５，５４６千円 

        補正後の額     ４，３３９，８４６千円 

 

議第 １５ 号 平成１９年度三条市水道事業会計補正予算 
        資本的収入  企業債     ２１４，６００千円 

        資本的支出  企業債償還金  ２１５，４２９千円 

 

議第 １６ 号 監査委員の選任について 
    識見を有する者１名が２月２９日をもって辞職することに伴い、その後任者を選任い

たしたいので議会の同意を求めるもの。 
 
      委員の任期   ４年 
 
議第 １７ 号 辺地総合整備計画の策定について 
    辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条

第１項の規定により辺地総合整備計画を定めるもの。 
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議第 １８ 号 三条市後期高齢者医療に関する条例の制定について 

    平成２０年４月から後期高齢者医療制度が施行されることに伴い、本市で行う後期高

齢者医療の事務について、定めるもの。 

 

      施行期日   平成２０年４月１日 

 

議第 １９ 号 三条市国民健康保険税条例の一部改正について 

後期高齢者医療制度の創設に伴い地方税法が一部改正され国民健康保険税の算定方

法が見直されたこと及び国民健康保険の被保険者のうち低所得層の負担軽減を図るた

め資産割額を廃止することについて、必要な改正を行うもの。 
 

      施行期日   平成２０年４月１日 

 

議第 ２０ 号 三条市精神障がい者医療費助成条例の一部改正について 
    健康保健法等の一部を改正する法律において老人保健法が改正され、平成２０年４月

１日から一部施行されることに伴い、必要な改正を行うもの。 
 
      施行期日   平成２０年４月１日 

 

議第 ２１ 号 三条市国民健康保険条例の一部改正について 

医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設等の所要の措置を講ずる

ため、健康保険法等が一部改正されたことに伴い、必要な改正を行うもの。 
 

      施行期日   平成２０年４月１日 

 

議第 ２２ 号 三条市介護保険条例の一部改正について 

    税制改正の影響により、保険料負担が大幅に上昇する者について、平成１８年度及び

平成１９年度に講じた保険料の激変緩和措置を、平成２０年度も引き続き講ずることが

できる政令の一部改正があったことから、平成２０年度においてもこれを適用し、所得

段階区分が変動する第１号被保険者の保険料負担の急激な上昇を避けるための激変緩

和措置を行うことについて、必要な改正を行うもの。 

 

      施行期日   平成２０年４月１日 

 

議第 ２３ 号 三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について 

    ごみ処理の負担の公平化とごみ減量化意識の向上を図るため、一般廃棄物及び産業廃

棄物の処理手数料について、運搬車両の最大積載量の区分による定額制から廃棄物の重

量による従量制に変更することについて、必要な改正を行うもの。 

 

施行期日   平成２０年７月１日 
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議第 ２４ 号 三条市営住宅条例の一部改正について 

公営住宅における暴力団員による不法・不当行為等の様々な問題が全国的に多数発生

していることを踏まえ、本市の市営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確

保を図るため、市営住宅から暴力団員を排除すること等について、必要な改正を行うも

の。 
 

施行期日   公布の日等 

 

議第 ２５ 号 三条市立学校設置条例の一部改正について 

    学校教育法等の一部を改正する法律が施行され、学校教育法の条項の移動があったこ

とから、当該条項を引用する標記条例について、必要な改正を行うもの。 

 

      施行期日   公布の日 

 

議第 ２６ 号 三条市塚野目野球場条例の一部改正について 

    平成２０年３月３１日をもって三条市塚野目野球場条例は効力を失うことから、平成

２５年３月３１日までその効力を延長するため、必要な改正を行うもの。 

 

      施行期日   公布の日 

 

議第 ２７ 号 県央土地開発公社定款の一部変更について 

    郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が施行され、郵便貯金法

が廃止されたことから、必要な変更を行うもの。 

 

      施行期日   新潟県知事の認可の日 

 

議第 ２８ 号 新潟県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

の変更について 

    平成２０年４月１日付けで村上岩船地域の５市町村が廃置分合することに伴い、新潟

県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することから、同広域連

合規約の変更を行うもの。 

 

      施行期日   平成２０年４月１日 

 

議第 ２９ 号 市道路線の認定及び変更について 

        認定路線   １路線  実延長      ９６０．０ｍ 

        変更路線   ３路線  実延長（増加分） ７６７．９ｍ 

 

議第 ３０ 号 御蔵橋橋梁架替工事請負契約の一部変更について 

    平成１９年３月２２日請負契約を締結した御蔵橋橋梁架替工事について、橋脚嵩上げ

工、桁のジャッキアップ・ダウン工、橋台工及び鋼橋上部工の変更に伴い、契約金額を

３４４，４００，０００円から３３４，６６９，６５０円に変更するもの。 
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議第 ３１ 号 土地の取得について 

    三条市し尿処理施設建設事業用地に供するため、次のとおり土地を取得するもの。 
 
        所 在 地   三条市塚野目地内 
        取得面積   １６，１４３㎡ 
        取得価格   １３７，２１５，５００円 
 

議第 ３２ 号 和解及び損害賠償の額の決定について 

    平成１６年６月９日に三条市棚鱗地内、市道やまなみ線脇で、集水ますに転落した事

故について、地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に基づき、和解及

び損害賠償の額を決定するもの。 

 

       損害賠償の額   ３０，０００，０００円 
 

報第 １ 号 専決処分報告について 
      （新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更

について） 
地方自治法第２８６条第１項の規定により、平成２０年３月３１日限りで上越地方広

域事務組合を脱退させ、同年４月１日から新潟県中越福祉事務組合及び刈谷田川水防事

務組合を加入させるとともに、市町村の合併の特例等に関する法律第１３条第１項の規

定により、同日から村上市、荒川町、神林村、朝日村、山北町及び岩船地域広域事務組

合を脱退させ、村上市を加入させることに伴い、新潟県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について専決処分を行ったもの。 
 
      施行期日      平成２０年４月１日 
      専決処分した日   平成２０年２月１日 
 

報第 ２ 号 専決処分報告について 

      （平成１９年度三条市一般会計補正予算） 

    国の原油価格高騰による緊急対策の実施に伴い、県の補助金を活用した要援護世帯に

対する灯油購入費等助成事業、中小企業者向け融資制度利用者に対する信用保証料負担

金に係る経費について、必要な予算措置を行った。 

補正額         ２３，９００千円 

        補正後の額   ４２，７３４，３１６千円 

        専決処分した日    平成２０年１月８日 

 

◎ 法令に基づく報告事項 

  議会の委任による専決処分の報告 
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